
小学校６年生のみなさんへ 
 

「宝城中学校」「立石中学校」で学んでみませんか！ 
 

 

小郡小学校、大原小学校、東野小学校、三国小学校、のぞみが丘小学校の皆さんは、 

希望すれば「宝城中学校」または「立石中学校」に通うことができます。【特認校制度】 
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「宝城中学校」、「立石中学校」に通う許可を 

受けるための条件 

 

① 選んだ学校に卒業するまで３年間通うこと。 

② 徒歩や自転車またはバスや電車などを利用し、 

自分１人で通学できること。 

 

 
 
 
 

「宝城中学校」、「立石中学校」について 

 

◇ どちらの学校も、小規模校の特性を活かして 

教育活動に取り組んでいます。 

◇ 令和元年度の生徒数（５月１日時点） 

   宝城中学校（１３５名） 

 
 
 

 

立石中学校（９５名） 

 

 

 

 

 1年生 2年生 3年生 特別支援学級 

生徒数 ３７ ３８ ５１ ９ 

学級数 ２ １ ２ ２ 

 1年生 2年生 3年生 特別支援学級 

生徒数 ２６ ２０ ３７ １２ 

学級数 １ １ ２ ３ 

小郡小学校 大原小学校 

東野小学校 

三国小学校 

のぞみが丘小学校 
立石小学校 味坂小学校 

御原小学校 

小郡中学校 大原中学校 三国中学校 立石中学校 宝城中学校 

小郡市教育委員会 



保護者の皆様へ 
小郡市教育委員会 

Ⅰ．特認校制度（通学区域の弾力化）とは 
 
中学校の通学区域は、基本的には保護者の住所によって定められています。特認校制度（通学区

域の弾力化）とは、生徒と保護者が小規模校のもつ特徴の中で生徒に教育を受けさせたいと希望され

る場合に限り、一定の条件のもと小郡市教育委員会が指定した学校（以下「特認校」といいます。）に

ついて、通学区域外（小郡市内に限る）からの入学を認めるものです。 

平成２０年度入学から実施し、現在までに９５名（宝城中学校２７名、立石中学校６８名）の生徒が、

この制度を利用しています。 
 
Ⅱ．実施内容 

 
１ 特認校（対象中学校） 

 宝城中学校  立石中学校 

２ 対象者 

 市内全域の令和２年度中学校新入学者（現小学校６年生） 

３ 条件 

 ① 生徒が卒業まで特認校に在籍すること。 

 ② 保護者が特認校の教育方針に賛同すること。 

 ③ 保護者が特認校の行事やＰＴＡ活動等に対し協力し、積極的に参加すること。 

 ④ 原則として保護者の責任のもと、生徒が徒歩、自転車又は公共交通機関等を利用して一人で

通学できること。 

４ 受入れ人数 

 両校とも新入学者の上限を通学区域内の生徒を含め８０名（２クラス）までとします。 
 
Ⅲ．希望申請手続き 

 
１ 募集期間 

 令和元年９月２日（月）から令和元年１２月１０日（火）まで（土曜、日曜日及び祝日は除く。） 

２ 申請方法 

 ① 「特認校就学希望申請書」を教育委員会教務課に提出してください。 

 ② 申請書は、教育委員会教務課、各小学校、立石中学校､宝城中学校に用意してあります。 

 ③ 申請後､保護者及び児童には希望する特認校での面接を受けていただきます。 
 
Ⅳ． 入学の決定等 
 
１ 保護者の申請書、希望する特認校での面接及び当該特認校との協議をもとに、教育委員会にお

いて審査し､入学の可否を決定します。 

２ 定員を超える希望があった場合は､公開抽選とします。 

３ 結果については､１月下旬までに保護者に通知します。 

４ 入学通知（指定校通知）は、２月初旬に発送します。 
 
Ⅴ． 特認校の説明会・見学 

 
各特認校の土曜授業を活用し、授業見学と本制度の説明会を開催します。 

※宝城中…１１月９日（土） １１時００分～１１時５０分 授業見学、１２時００分～特認校説明会 

立石中…１１月９日（土）  ９時００分～１０時５０分 授業見学、１１時００分～特認校説明会 

（授業見学は任意です） 

また、体育祭や学校公開日での見学のほか、事前に各学校に連絡して、見学することもできます。 

※体育祭： 宝城中…９月８日（日）、立石中…９月１５日（日）  ※中学校統一公開日：１１月３０日（土）  

 （ ☎ 宝城中学校 ７２－２４１７、立石中学校 ７２－２６０３  校長又は教頭へ） 

 

問い合わせ先：小郡市教育委員会 教務課  ７２－２１１１（内線５１２・５１４） 


